
第１９号議案 

 

   東京都台東区心身障害者福祉手当条例及び東京都台東区難

病患者福祉手当条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成３１年２月１日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、所得税法（昭和４０年法律第３３号）の改正に伴い、

支給要件に関し、規定の整備を図るため提出します｡



   東京都台東区心身障害者福祉手当条例及び東京都台東区難 

   病患者福祉手当条例の一部を改正する条例 

 

（東京都台東区心身障害者福祉手当条例の一部改正） 

第１条 東京都台東区心身障害者福祉手当条例（昭和４９年４月

台東区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶

者」に改める。 

（東京都台東区難病患者福祉手当条例の一部改正） 

第２条 東京都台東区難病患者福祉手当条例（昭和５０年１０月

台東区条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶

者」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の東京都台東区心身障害者福祉手

当条例第２条第２項の規定は、平成３１年８月以後の月分の心

身障害者福祉手当から適用し、同月前の月分の心身障害者福祉

手当については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の東京都台東区難病患者福祉手当

条例第２条第２項の規定は、平成３１年８月以後の月分の難病

患者福祉手当から適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当に

ついては、なお従前の例による。 


